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減価償却－新定率法 
 

2007年6月発行のJapan Tax Update（Issue 30）「2007年度税制改
正概要」において、2007年度税制改正における減価償却制度の改正
の概要をご紹介いたしました。 
 
本ニュースレターでは、2007年6月発行のニュースレターで取り上げた
項目のうち、新定率法を採用する場合の留意点について、さらに詳細

にご紹介します。 
 
 
1. 新定率法の概要 

2. 資本的支出 

3. 届出 

4. 留意点 

 

1. 新定率法の概要 

(1) 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、耐用
年数経過時点に1円(備忘価額) まで償却することが可能となりま
した。新たな定率法の導入により、定額法の償却率の原則2.5倍
に設定された「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)
が適用され、従来の制度に比べ比較的早期に多額の償却を行う

ことが可能になりました。 
 
(2) 新定率法による償却限度額の計算は、減価償却資産の取得価額
に、「定率法の償却率」を乗じて計算した金額(調整前償却額)を事
業供用年度1年目の償却限度額として償却を行い、2年目以降
は、期首帳簿価額に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額(調
整前償却額)を各事業年度の償却限度額として償却を行います。 

 
各事業年度の「調整前償却額」が、当該減価償却資産の取得価

額に「保証率」(耐用年数別表第十に規定)を乗じて計算した金額
である「償却保証額」に満たない場合は、原則として、その最初に

満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額である改定取得価額

に、その償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年

数に応じた「改定償却率」(耐用年数別表第十に規定)を乗じて計
算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います。 



(2) 

2. 資本的支出 

(1) 原則的な取扱い 
既存の減価償却資産に対して平成 19年 4月 1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出
は、その支出金額を固有の取得価額として、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減

価償却資産を新たに取得したものとされます。なお、既存の減価償却資産本体については、この資本

的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行います。 
 
(2) 定率法を採用している場合の取得価額の特例 
既存の減価償却資産と資本的支出について定率法を採用しているときは、資本的支出を行った翌事

業年度開始の時において、その時における既存の減価償却資産の帳簿価額と資本的支出の帳簿価

額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。 
 
この場合、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産の種類及び耐用年数に基づい

て償却を行っていきます。 
 
3. 届出 

(1) 償却方法の選定 
平成 19年 4月 1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、確定申告書の提出期限
までに、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係る当該区分ごとに採用す

る償却方法を記載した「減価償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に届け出ることとされてい

ます。 
 
しかしながら、平成 19年 3月 31 日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定
率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成 19年 4月 1日以後に取得をされた
減価償却資産に係る「減価償却方法の届出書」を提出していないときは、同日前に取得をされた資産

と同一の区分に属するものについては、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をした

とみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することとなります。したがって、

同一の区分に属する資産について旧償却方法と同タイプの新償却方法を採用する場合には、「減価

償却方法の届出書」の提出は必要ありません。 
 
(2) 償却方法の変更 
選定した償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度

開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に

提出し、承認を受けなければならないとされています。 
 
平成 19年 4月 1日以後最初に終了する事業年度において、償却方法を変更しようとするときは、その
事業年度に係る確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出

することで償却方法の変更の承認があったものとみなされます。 
 
例えば、旧定額法を採用していた区分の資産につき、平成 19年 4月 1日以後に取得をされた資産に
ついては定率法を採用することとし、平成 19年度改正を機に処理方法をあわせる目的で、平成 19年
3月31日以前に取得をされた資産について旧定額法から旧定率法に変更する場合には、確定申告書
の提出期限までに当該区分の減価償却資産につき、旧定額法から旧定率法に変更する旨の「減価償

却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出することで足り、平成 19年 4月 1日以後に取得をされ
た減価償却資産の償却方法について、「減価償却方法の届出書」を提出する必要はありません。 
 
 
4. 留意点 

(1) 期中に事業供用した場合において「償却保証額」と比較する金額 
事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額は、採用している償却方法により計



(3) 

算した金額を事業供用日から当該事業年度終了の日までの月数により按分計算した金額によります。

一方で、定率法を採用している場合に、「償却保証額」に満たないこととなるかどうかを比較する金額

は定率法の償却限度額を計算する一過程として、期首帳簿価額に「定率法の償却率」を乗じて計算し

た月数按分前の金額となります。 
 
(2) 法定耐用年数が 2年の減価償却資産 
法定耐用年数が 2 年の減価償却資産につき定率法が採用されている場合は、耐用年数省令別表第
十における「定率法の償却率」は 1.000 ですので、当該資産を事業の用に供した事業年度における事
業供用期間の月数が 12月である場合においては、耐用年数の経過を待たず、1年目において 1円ま
で償却することが可能です。 
 
(3) 「改定償却率」による償却を行っている減価償却資産への資本的支出 
「定率法の償却率」による償却から「改定償却率」による償却に切り替わっている事業年度において、

資本的支出を行い、上記 2．(2)のとおり、その翌事業年度開始の日において、既存の減価償却資産の
帳簿価額と資本的支出の帳簿価額を合算する場合の償却限度額の計算は、合算を行う事業年度開

始の日を取得日として、既存の減価償却資産の種類及び耐用年数に基づいて償却を行うこととなりま

すので、「改定償却率」ではなく、改めて「定率法の償却率」による償却を行います。 
 
その後、この定率法により計算した「調整前償却額」が「償却保証額」に満たないこととなる事業年度に

おいては、「改定償却率」による償却を行うこととなります。 
 
(4) 償却方法変更の届出の特例 
償却方法の変更に関する経過措置は、平成 19年 4月 1日以後最初に終了する事業年度に限り認め
られた措置ですので、その翌事業年度以後に償却方法の変更を行おうとする場合は、当該事業年度

の開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受けなけ

ればなりません。 
 
 

上記に関してご質問がありましたら、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い合わせ下さい。 
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